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学
校
教
育
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

新
旧
対
照
表

○
学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
四
章

小
学
校

第
四
章

小
学
校

第
二
節

教
育
課
程

第
二
節

教
育
課
程

第
五
十
条

小
学
校
の
教
育
課
程
は
、
国
語
、
社
会
、
算
数
、
理
科
、
生
活
、
音
楽

第
五
十
条

小
学
校
の
教
育
課
程
は
、
国
語
、
社
会
、
算
数
、
理
科
、
生
活
、
音
楽

、
図
画
工
作
、
家
庭
及
び
体
育
の
各
教
科
（
以
下
本
節
中
「
各
教
科
」
と
い
う
。

、
図
画
工
作
、
家
庭
及
び
体
育
の
各
教
科
（
以
下
本
節
中
「
各
教
科
」
と
い
う
。

）
、
道
徳
、
外
国
語
活
動
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
並
び
に
特
別
活
動
に
よ
つ
て

）
、
道
徳
、
特
別
活
動
並
び
に
総
合
的
な
学
習
の
時
間
に
よ
つ
て
編
成
す
る
も
の

編
成
す
る
も
の
と
す
る
。

と
す
る
。

②

（
略
）

②

（
略
）

第
五
十
一
条

小
学
校
の
各
学
年
に
お
け
る
各
教
科
、
道
徳
、
外
国
語
活
動
、
総
合

第
五
十
一
条

小
学
校
の
各
学
年
に
お
け
る
各
教
科
、
道
徳
、
特
別
活
動
及
び
総
合

的
な
学
習
の
時
間
及
び
特
別
活
動
の
そ
れ
ぞ
れ
の
授
業
時
数
並
び
に
各
学
年
に
お

的
な
学
習
の
時
間
の
そ
れ
ぞ
れ
の
授
業
時
数
並
び
に
各
学
年
に
お
け
る
こ
れ
ら
の

け
る
こ
れ
ら
の
総
授
業
時
数
は
、
別
表
第
一
に
定
め
る
授
業
時
数
を
標
準
と
す
る

総
授
業
時
数
は
、
別
表
第
一
に
定
め
る
授
業
時
数
を
標
準
と
す
る
。

。
第
五
十
五
条
の
二

文
部
科
学
大
臣
が
、
小
学
校
に
お
い
て
、
当
該
小
学
校
又
は
当

（
新
設
）

該
小
学
校
が
設
置
さ
れ
て
い
る
地
域
の
実
態
に
照
ら
し
、
よ
り
効
果
的
な
教
育
を

実
施
す
る
た
め
、
当
該
小
学
校
又
は
当
該
地
域
の
特
色
を
生
か
し
た
特
別
の
教
育
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課
程
を
編
成
し
て
教
育
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
特
別
の
教
育
課

程
に
つ
い
て
、
教
育
基
本
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
二
十
号
）
及
び
学
校
教
育

法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
等
に
照
ら
し
て
適
切
で
あ
り
、
児
童
の
教
育
上
適
切

な
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
満
た
し

て
い
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
第
五
十
条
第
一
項
、
第
五
十
一
条
又
は
第
五
十
二
条
の
規
定
の
全
部
又
は

一
部
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
章

中
学
校

第
五
章

中
学
校

第
七
十
二
条

中
学
校
の
教
育
課
程
は
、
国
語
、
社
会
、
数
学
、
理
科
、
音
楽
、
美

第
七
十
二
条

中
学
校
の
教
育
課
程
は
、
必
修
教
科
、
選
択
教
科
、
道
徳
、
特
別
活

術
、
保
健
体
育
、
技
術
・
家
庭
及
び
外
国
語
の
各
教
科
（
以
下
本
章
及
び
第
七
章

動
及
び
総
合
的
な
学
習
の
時
間
に
よ
つ
て
編
成
す
る
も
の
と
す
る
。

中
「
各
教
科
」
と
い
う
。
）
、
道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
並
び
に
特
別
活
動

に
よ
つ
て
編
成
す
る
も
の
と
す
る
。

（
削
除
）

２

必
修
教
科
は
、
国
語
、
社
会
、
数
学
、
理
科
、
音
楽
、
美
術
、
保
健
体
育
、
技

術
・
家
庭
及
び
外
国
語
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
国
語
等
」
と
い
う
。
）
の
各

教
科
と
す
る
。

（
削
除
）

３

選
択
教
科
は
、
国
語
等
の
各
教
科
及
び
第
七
十
四
条
に
規
定
す
る
中
学
校
学
習

指
導
要
領
で
定
め
る
そ
の
他
特
に
必
要
な
教
科
と
し
、
こ
れ
ら
の
う
ち
か
ら
、
地

域
及
び
学
校
の
実
態
並
び
に
生
徒
の
特
性
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
設
け
る
も

の
と
す
る
。
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第
七
十
三
条

中
学
校
（
併
設
型
中
学
校
及
び
第
七
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
連

第
七
十
三
条

中
学
校
（
併
設
型
中
学
校
及
び
第
七
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
連

携
型
中
学
校
を
除
く
。
）
の
各
学
年
に
お
け
る
各
教
科
、
道
徳
、
総
合
的
な
学
習

携
型
中
学
校
を
除
く
。
）
の
各
学
年
に
お
け
る
必
修
教
科
、
道
徳
、
特
別
活
動
及

の
時
間
及
び
特
別
活
動
の
そ
れ
ぞ
れ
の
授
業
時
数
並
び
に
各
学
年
に
お
け
る
こ
れ

び
総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
そ
れ
ぞ
れ
の
授
業
時
数
、
各
学
年
に
お
け
る
選
択
教

ら
の
総
授
業
時
数
は
、
別
表
第
二
に
定
め
る
授
業
時
数
を
標
準
と
す
る
。

科
等
に
充
て
る
授
業
時
数
並
び
に
各
学
年
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
総
授
業
時
数
は
、

別
表
第
二
に
定
め
る
授
業
時
数
を
標
準
と
す
る
。

第
七
十
六
条

連
携
型
中
学
校
の
各
学
年
に
お
け
る
各
教
科
、
道
徳
、
総
合
的
な
学

第
七
十
六
条

連
携
型
中
学
校
の
各
学
年
に
お
け
る
必
修
教
科
、
道
徳
、
特
別
活
動

習
の
時
間
及
び
特
別
活
動
の
そ
れ
ぞ
れ
の
授
業
時
数
並
び
に
各
学
年
に
お
け
る
こ

及
び
総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
そ
れ
ぞ
れ
の
授
業
時
数
、
各
学
年
に
お
け
る
選
択

れ
ら
の
総
授
業
時
数
は
、
別
表
第
四
に
定
め
る
授
業
時
数
を
標
準
と
す
る
。

教
科
等
に
充
て
る
授
業
時
数
並
び
に
各
学
年
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
総
授
業
時
数
は

、
別
表
第
四
に
定
め
る
授
業
時
数
を
標
準
と
す
る
。

第
七
十
九
条

第
四
十
一
条
か
ら
第
四
十
九
条
ま
で
、
第
五
十
条
第
二
項
、
第
五
十

第
七
十
九
条

第
四
十
一
条
か
ら
第
四
十
九
条
ま
で
、
第
五
十
条
第
二
項
、
第
五
十

四
条
か
ら
第
六
十
八
条
ま
で
の
規
定
は
、
中
学
校
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

四
条
か
ら
第
六
十
八
条
ま
で
の
規
定
は
、
中
学
校
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
第
四
十
二
条
中
「
五
学
級
」
と
あ
る
の
は
「
二
学
級
」
と
、
第
五
十
五
条

い
て
、
第
四
十
二
条
中
「
五
学
級
」
と
あ
る
の
は
「
二
学
級
」
と
、
第
五
十
五
条

か
ら
第
五
十
六
条
ま
で
の
規
定
中
「
第
五
十
条
第
一
項
、
第
五
十
一
条
又
は
第
五

及
び
第
五
十
六
条
中
「
第
五
十
条
第
一
項
、
第
五
十
一
条
又
は
第
五
十
二
条
」
と

十
二
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
二
条
、
第
七
十
三
条
（
併
設
型
中
学
校
に
あ
つ

あ
る
の
は
「
第
七
十
二
条
、
第
七
十
三
条
（
併
設
型
中
学
校
に
あ
つ
て
は
第
百
十

て
は
第
百
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
七
条
、
連
携
型
中
学
校
に
あ
つ
て
は

七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
七
条
、
連
携
型
中
学
校
に
あ
つ
て
は
第
七
十
六
条

第
七
十
六
条
）
又
は
第
七
十
四
条
」
と
、
第
五
十
五
条
の
二
中
「
第
三
十
条
第
一

）
又
は
第
七
十
四
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
六
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
六
章

高
等
学
校

第
六
章

高
等
学
校

第
一
節

設
備
、
編
制
、
学
科
及
び
教
育
課
程

第
一
節

設
備
、
編
制
、
学
科
及
び
教
育
課
程
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第
八
十
五
条
の
二

文
部
科
学
大
臣
が
、
高
等
学
校
に
お
い
て
、
当
該
高
等
学
校
又

（
新
設
）

は
当
該
高
等
学
校
が
設
置
さ
れ
て
い
る
地
域
の
実
態
に
照
ら
し
、
よ
り
効
果
的
な

教
育
を
実
施
す
る
た
め
、
当
該
高
等
学
校
又
は
当
該
地
域
の
特
色
を
生
か
し
た
特

別
の
教
育
課
程
を
編
成
し
て
教
育
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
特
別

の
教
育
課
程
に
つ
い
て
、
教
育
基
本
法
及
び
学
校
教
育
法
第
五
十
一
条
の
規
定
等

に
照
ら
し
て
適
切
で
あ
り
、
生
徒
の
教
育
上
適
切
な
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の

と
し
て
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
満
た
し
て
い
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い

て
は
、
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
八
十
三
条
又
は
第
八

十
四
条
の
規
定
の
全
部
又
は
一
部
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
節

入
学
、
退
学
、
転
学
、
留
学
、
休
学
及
び
卒
業
等

第
二
節

入
学
、
退
学
、
転
学
、
留
学
、
休
学
及
び
卒
業
等

第
九
十
六
条

校
長
は
、
生
徒
の
高
等
学
校
の
全
課
程
の
修
了
を
認
め
る
に
当
た
つ

第
九
十
六
条

校
長
は
、
生
徒
の
高
等
学
校
の
全
課
程
の
修
了
を
認
め
る
に
当
た
つ

て
は
、
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
七
十
四
単
位
以
上

て
は
、
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
七
十
四
単
位
以
上

を
修
得
し
た
者
に
つ
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
八
十
五
条
、

を
修
得
し
た
者
に
つ
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
八
十
五
条
又

第
八
十
五
条
の
二
又
は
第
八
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
高
等
学
校
の
教
育
課
程
に

は
第
八
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
高
等
学
校
の
教
育
課
程
に
関
し
第
八
十
三
条
又

関
し
第
八
十
三
条
又
は
第
八
十
四
条
の
規
定
に
よ
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
文

は
第
八
十
四
条
の
規
定
に
よ
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
文
部
科
学
大
臣
が
別
に

部
科
学
大
臣
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
七
章

中
等
教
育
学
校
並
び
に
併
設
型
中
学
校
及
び
併
設
型
高
等
学
校

第
七
章

中
等
教
育
学
校
並
び
に
併
設
型
中
学
校
及
び
併
設
型
高
等
学
校

第
一
節

中
等
教
育
学
校

第
一
節

中
等
教
育
学
校
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第
百
七
条

次
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
二
条
に
規
定
す
る
中
等
教
育

第
百
七
条

次
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
二
条
に
規
定
す
る
中
等
教
育

学
校
の
前
期
課
程
の
各
学
年
に
お
け
る
各
教
科
、
道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間

学
校
の
前
期
課
程
の
各
学
年
に
お
け
る
必
修
教
科
、
道
徳
、
特
別
活
動
及
び
総
合

及
び
特
別
活
動
の
そ
れ
ぞ
れ
の
授
業
時
数
並
び
に
各
学
年
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
総

的
な
学
習
の
時
間
の
そ
れ
ぞ
れ
の
授
業
時
数
、
各
学
年
に
お
け
る
選
択
教
科
等
に

授
業
時
数
は
、
別
表
第
四
に
定
め
る
授
業
時
数
を
標
準
と
す
る
。

充
て
る
授
業
時
数
並
び
に
各
学
年
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
総
授
業
時
数
は
、
別
表
第

四
に
定
め
る
授
業
時
数
を
標
準
と
す
る
。

第
百
八
条

中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
の
教
育
課
程
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
条
第

第
百
八
条

中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
の
教
育
課
程
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
条
第

二
項
、
第
五
十
五
条
か
ら
第
五
十
六
条
ま
で
及
び
第
七
十
二
条
の
規
定
並
び
に
第

二
項
、
第
五
十
五
条
、
第
五
十
六
条
及
び
第
七
十
二
条
の
規
定
並
び
に
第
七
十
四

七
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
文
部
科
学
大
臣
が
公
示
す
る
中
学
校
学
習
指
導
要
領

条
の
規
定
に
基
づ
き
文
部
科
学
大
臣
が
公
示
す
る
中
学
校
学
習
指
導
要
領
の
規
定

の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
十
五
条
か
ら
第
五
十
六
条
ま

を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
十
五
条
及
び
第
五
十
六
条
中
「
第
五

で
の
規
定
中
「
第
五
十
条
第
一
項
、
第
五
十
一
条
又
は
第
五
十
二
条
」
と
あ
る
の

十
条
第
一
項
、
第
五
十
一
条
又
は
第
五
十
二
条
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
百
七
条
又

は
、
「
第
百
七
条
又
は
第
百
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
二
条
若
し

は
第
百
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
二
条
若
し
く
は
第
七
十
四
条
の

く
は
第
七
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
文
部
科
学
大
臣
が
公
示
す
る
中
学
校
学
習
指

規
定
に
基
づ
き
文
部
科
学
大
臣
が
公
示
す
る
中
学
校
学
習
指
導
要
領
」
と
読
み
替

導
要
領
」
と
、
第
五
十
五
条
の
二
中
「
第
三
十
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六

え
る
も
の
と
す
る
。

十
七
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

②

中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
の
教
育
課
程
に
つ
い
て
は
、
第
八
十
三
条
及
び
第

②

中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
の
教
育
課
程
に
つ
い
て
は
、
第
八
十
三
条
、
第
八

八
十
五
条
か
ら
第
八
十
六
条
ま
で
の
規
定
並
び
に
第
八
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き

十
五
条
及
び
第
八
十
六
条
の
規
定
並
び
に
第
八
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
文
部
科

文
部
科
学
大
臣
が
公
示
す
る
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ

学
大
臣
が
公
示
す
る
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

の
場
合
に
お
い
て
、
第
八
十
五
条
中
「
前
二
条
」
と
あ
り
、
並
び
に
第
八
十
五
条

に
お
い
て
、
第
八
十
五
条
中
「
前
二
条
」
と
あ
り
、
及
び
第
八
十
六
条
中
「
第
八

の
二
及
び
第
八
十
六
条
中
「
第
八
十
三
条
又
は
第
八
十
四
条
」
と
あ
る
の
は
、
「

十
三
条
又
は
第
八
十
四
条
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
百
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

第
百
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
三
条
又
は
第
八
十
四
条
の
規
定
に

す
る
第
八
十
三
条
又
は
第
八
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
文
部
科
学
大
臣
が
公
示
す

基
づ
き
文
部
科
学
大
臣
が
公
示
す
る
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
」
と
、
第
八
十
五

る
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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条
の
二
中
「
第
五
十
一
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
七
条
第
二
項
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

第
百
十
三
条

（
略
）

第
百
十
三
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
八
十
一
条
、
第
八
十
九
条
、
第
九
十
二
条
、
第
九
十
三
条
、
第
九
十
六
条
か

３

第
八
十
一
条
、
第
八
十
九
条
、
第
九
十
二
条
、
第
九
十
三
条
、
第
九
十
六
条
か

ら
第
百
条
ま
で
、
第
百
一
条
第
二
項
、
第
百
二
条
、
第
百
三
条
第
一
項
及
び
第
百

ら
第
百
条
ま
で
、
第
百
一
条
第
二
項
、
第
百
二
条
、
第
百
三
条
第
一
項
及
び
第
百

四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
第
九
十
六
条
中
「
第
八
十
五
条
、
第
八
十
五
条
の
二
又
は
第
八
十
六

に
お
い
て
、
第
九
十
六
条
中
「
第
八
十
五
条
又
は
第
八
十
六
条
」
と
あ
る
の
は
「

条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
八
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
八
十

第
百
八
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
八
十
五
条
又
は
第
八
十
六

五
条
、
第
八
十
五
条
の
二
又
は
第
八
十
六
条
」
と
、
「
第
八
十
三
条
又
は
第
八
十

条
」
と
、
「
第
八
十
三
条
又
は
第
八
十
四
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
八
条
第
二
項

四
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
三
条
又
は

に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
三
条
又
は
第
八
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
文
部
科
学

第
八
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
文
部
科
学
大
臣
が
公
示
す
る
高
等
学
校
学
習
指
導

大
臣
が
公
示
す
る
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

要
領
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
八
章

特
別
支
援
教
育

第
八
章

特
別
支
援
教
育

第
百
三
十
二
条
の
二

文
部
科
学
大
臣
が
、
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
、
中
学
部
又

（
新
設
）

は
高
等
部
に
お
い
て
、
当
該
特
別
支
援
学
校
又
は
当
該
特
別
支
援
学
校
が
設
置
さ

れ
て
い
る
地
域
の
実
態
に
照
ら
し
、
よ
り
効
果
的
な
教
育
を
実
施
す
る
た
め
、
当

該
特
別
支
援
学
校
又
は
当
該
地
域
の
特
色
を
生
か
し
た
特
別
の
教
育
課
程
を
編
成

し
て
教
育
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
特
別
の
教
育
課
程
に
つ
い
て

、
教
育
基
本
法
及
び
学
校
教
育
法
第
七
十
二
条
の
規
定
等
に
照
ら
し
て
適
切
で
あ
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り
、
児
童
又
は
生
徒
の
教
育
上
適
切
な
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
文
部

科
学
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
満
た
し
て
い
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
文
部

科
学
大
臣
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
百
二
十
六
条
か
ら
第
百
二
十
九
条

ま
で
の
規
定
の
一
部
又
は
全
部
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

第
百
三
十
三
条

校
長
は
、
生
徒
の
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
の
全
課
程
の
修
了
を

第
百
三
十
三
条

校
長
は
、
生
徒
の
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
の
全
課
程
の
修
了
を

認
め
る
に
当
た
つ
て
は
、
特
別
支
援
学
校
高
等
部
学
習
指
導
要
領
に
定
め
る
と
こ

認
め
る
に
当
た
つ
て
は
、
特
別
支
援
学
校
高
等
部
学
習
指
導
要
領
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
特
別
支
援
学

ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
、
特
別
支
援
学
校

校
の
高
等
部
の
教
育
課
程
に
関
し
第
百
二
十
八
条
及
び
第
百
二
十
九
条
の
規
定
に

の
高
等
部
の
教
育
課
程
に
関
し
第
百
二
十
八
条
及
び
第
百
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

よ
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行

ら
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う

う
も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

別
表
第
一
（
第
五
十
一
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
五
十
一
条
関
係
）

区

分

第
一
学
年

第
二
学
年

第
三
学
年

第
四
学
年

第
五
学
年

第
六
学
年

区

分

第
一
学
年

第
二
学
年

第
三
学
年

第
四
学
年

第
五
学
年

第
六
学
年

国
語

三
〇
六

三
一
五

二
四
五

二
四
五

一
七
五

一
七
五

国
語

二
七
二

二
八
〇

二
三
五

二
三
五

一
八
〇

一
七
五

社
会

七
〇

九
〇

一
〇
〇

一
〇
五

社
会

七
〇

八
五

九
〇

一
〇
〇

各

算
数

一
三
六

一
七
五

一
七
五

一
七
五

一
七
五

一
七
五

各

算
数

一
一
四

一
五
五

一
五
〇

一
五
〇

一
五
〇

一
五
〇

教

教

科

理
科

九
〇

一
〇
五

一
〇
五

一
〇
五

科

理
科

七
〇

九
〇

九
五

九
五

の

の

授

生
活

一
〇
二

一
〇
五

授

生
活

一
〇
二

一
〇
五

業

業

時

音
楽

六
八

七
〇

六
〇

六
〇

五
〇

五
〇

時

音
楽

六
八

七
〇

六
〇

六
〇

五
〇

五
〇

数

数
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図
画
工

六
八

七
〇

六
〇

六
〇

五
〇

五
〇

図
画
工

六
八

七
〇

六
〇

六
〇

五
〇

五
〇

作

作

家
庭

六
〇

五
五

家
庭

六
〇

五
五

体
育

一
〇
二

一
〇
五

一
〇
五

一
〇
五

九
〇

九
〇

体
育

九
〇

九
〇

九
〇

九
〇

九
〇

九
〇

道
徳
の
授
業

三
四

三
五

三
五

三
五

三
五

三
五

道
徳
の
授
業

三
四

三
五

三
五

三
五

三
五

三
五

時
数

時
数

外
国
語
活
動

三
五

三
五

特
別
活
動
の

三
四

三
五

三
五

三
五

三
五

三
五

の
授
業
時
数

授
業
時
数

総
合
的
な
学

総
合
的
な
学

習
の
時
間
の

七
〇

七
〇

七
〇

七
〇

習
の
時
間
の

一
〇
五

一
〇
五

一
一
〇

一
一
〇

授
業
時
数

授
業
時
数

特
別
活
動
の

三
四

三
五

三
五

三
五

三
五

三
五

総
授
業
時
数

七
八
二

八
四
〇

九
一
〇

九
四
五

九
四
五

九
四
五

授
業
時
数

総
授
業
時
数

八
五
〇

九
一
〇

九
四
五

九
八
〇

九
八
〇

九
八
〇

備
考

備
考

一

こ
の
表
の
授
業
時
数
の
一
単
位
時
間
は
、
四
十
五
分
と
す
る
。

一

こ
の
表
の
授
業
時
数
の
一
単
位
時
間
は
、
四
十
五
分
と
す
る
。

二

特
別
活
動
の
授
業
時
数
は
、
小
学
校
学
習
指
導
要
領
で
定
め
る
学
級
活
動

二

特
別
活
動
の
授
業
時
数
は
、
小
学
校
学
習
指
導
要
領
で
定
め
る
学
級
活
動

（
学
校
給
食
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
充
て
る
も
の
と
す
る
。

（
学
校
給
食
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
充
て
る
も
の
と
す
る
。

三

第
五
十
条
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
道
徳
の
ほ
か
に
宗
教
を
加
え
る
と

三

第
五
十
条
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
道
徳
の
ほ
か
に
宗
教
を
加
え
る
と

き
は
、
宗
教
の
授
業
時
数
を
も
つ
て
こ
の
表
の
道
徳
の
授
業
時
数
の
一
部
に

き
は
、
宗
教
の
授
業
時
数
を
も
つ
て
こ
の
表
の
道
徳
の
授
業
時
数
の
一
部
に

代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
別
表
第
二
及
び
別
表
第
四
の
場
合
に
お
い
て
も

代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
別
表
第
二
及
び
別
表
第
四
の
場
合
に
お
い
て
も
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同
様
と
す
る
。
）

同
様
と
す
る
。
）

別
表
第
二
（
第
七
十
三
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
七
十
三
条
関
係
）

区

分

第
一
学
年

第
二
学
年

第
三
学
年

区

分

第
一
学
年

第
二
学
年

第
三
学
年

国
語

一
四
〇

一
四
〇

一
〇
五

国
語

一
四
〇

一
〇
五

一
〇
五

社
会

一
〇
五

一
〇
五

一
四
〇

社
会

一
〇
五

一
〇
五

八
五

各

数
学

一
四
〇

一
〇
五

一
四
〇

必

数
学

一
〇
五

一
〇
五

一
〇
五

教

修

科

理
科

一
〇
五

一
四
〇

一
四
〇

教

理
科

一
〇
五

一
〇
五

八
〇

の

科

授

音
楽

四
五

三
五

三
五

の

音
楽

四
五

三
五

三
五

業

授

時

美
術

四
五

三
五

三
五

業

美
術

四
五

三
五

三
五

数

時

保
健
体

一
〇
五

一
〇
五

一
〇
五

数

保
健
体

九
〇

九
〇

九
〇

育

育

技
術
・

七
〇

七
〇

三
五

技
術
・

七
〇

七
〇

三
五

家
庭

家
庭

外
国
語

一
四
〇

一
四
〇

一
四
〇

外
国
語

一
〇
五

一
〇
五

一
〇
五

道
徳
の
授
業

三
五

三
五

三
五

道
徳
の
授
業

三
五

三
五

三
五

時
数

時
数

総
合
的
な
学

特
別
活
動
の

三
五

三
五

三
五

習
の
時
間
の

五
〇

七
〇

七
〇

授
業
時
数

授
業
時
数

選
択
教
科
等
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特
別
活
動
の

三
五

三
五

三
五

に
充
て
る
授

〇
～
三
〇

五
〇
～
八
五

一
〇
五
～
一
六
五

授
業
時
数

業
時
数

総
授
業
時
数

一
〇
一
五

一
〇
一
五

一
〇
一
五

総
合
的
な
学

習
の
時
間
の

七
〇
～
一
〇
〇

七
〇
～
一
〇
五

七
〇
～
一
三
〇

授
業
時
数

総
授
業
時
数

九
八
〇

九
八
〇

九
八
〇

備
考

備
考

一

こ
の
表
の
授
業
時
数
の
一
単
位
時
間
は
、
五
十
分
と
す
る
。

一

こ
の
表
の
授
業
時
数
の
一
単
位
時
間
は
、
五
十
分
と
す
る
。

二

特
別
活
動
の
授
業
時
数
は
、
中
学
校
学
習
指
導
要
領
で
定
め
る
学
級
活
動

二

特
別
活
動
の
授
業
時
数
は
、
中
学
校
学
習
指
導
要
領
で
定
め
る
学
級
活
動

（
学
校
給
食
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
充
て
る
も
の
と
す
る
。

（
学
校
給
食
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
充
て
る
も
の
と
す
る
。

（
削
除
）

三

選
択
教
科
等
に
充
て
る
授
業
時
数
は
、
選
択
教
科
の
授
業
時
数
に
充
て
る

ほ
か
、
特
別
活
動
の
授
業
時
数
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
削
除
）

四

選
択
教
科
の
授
業
時
数
に
つ
い
て
は
、
中
学
校
学
習
指
導
要
領
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。

別
表
第
四
（
第
七
十
六
条
、
第
百
七
条
、
第
百
十
七
条
関
係
）

別
表
第
四
（
第
七
十
六
条
、
第
百
七
条
、
第
百
十
七
条
関
係
）

区

分

第
一
学
年

第
二
学
年

第
三
学
年

区

分

第
一
学
年

第
二
学
年

第
三
学
年

国
語

一
四
〇

一
四
〇

一
〇
五

国
語

一
四
〇

一
〇
五

一
〇
五

社
会

一
〇
五

一
〇
五

一
四
〇

社
会

一
〇
五

一
〇
五

八
五

各

数
学

一
四
〇

一
〇
五

一
四
〇

必

数
学

一
〇
五

一
〇
五

一
〇
五

教

修
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科

理
科

一
〇
五

一
四
〇

一
四
〇

教

理
科

一
〇
五

一
〇
五

八
〇

の

科

授

音
楽

四
五

三
五

三
五

の

音
楽

四
五

三
五

三
五

業

授

時

美
術

四
五

三
五

三
五

業

美
術

四
五

三
五

三
五

数

時

保
健
体

一
〇
五

一
〇
五

一
〇
五

数

保
健
体

九
〇

九
〇

九
〇

育

育

技
術
・

七
〇

七
〇

三
五

技
術
・

七
〇

七
〇

三
五

家
庭

家
庭

外
国
語

一
四
〇

一
四
〇

一
四
〇

外
国
語

一
〇
五

一
〇
五

一
〇
五

道
徳
の
授
業

三
五

三
五

三
五

道
徳
の
授
業

三
五

三
五

三
五

時
数

時
数

総
合
的
な
学

特
別
活
動
の

三
五

三
五

三
五

習
の
時
間
の

五
〇

七
〇

七
〇

授
業
時
数

授
業
時
数

選
択
教
科
等

特
別
活
動
の

三
五

三
五

三
五

に
充
て
る
授

〇
～
三
〇

五
〇
～
八
五

一
〇
五
～
一
六
五

授
業
時
数

業
時
数

総
授
業
時
数

一
〇
一
五

一
〇
一
五

一
〇
一
五

総
合
的
な
学

習
の
時
間
の

七
〇
～
一
〇
〇

七
〇
～
一
〇
五

七
〇
～
一
三
〇

授
業
時
数

総
授
業
時
数

九
八
〇

九
八
〇

九
八
〇

備
考

備
考

一

こ
の
表
の
授
業
時
数
の
一
単
位
時
間
は
、
五
十
分
と
す
る
。

一

こ
の
表
の
授
業
時
数
の
一
単
位
時
間
は
、
五
十
分
と
す
る
。
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二

特
別
活
動
の
授
業
時
数
は
、
中
学
校
学
習
指
導
要
領
（
第
百
八
条
第
一
項

二

特
別
活
動
の
授
業
時
数
は
、
第
百
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
中
学

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
定
め
る
学

校
学
習
指
導
要
領
で
定
め
る
学
級
活
動
（
学
校
給
食
に
係
る
も
の
を
除
く
。

級
活
動
（
学
校
給
食
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
充
て
る
も
の
と
す
る
。

）
に
充
て
る
も
の
と
す
る
。

（
削
除
）

三

選
択
教
科
等
に
充
て
る
授
業
時
数
は
、
選
択
教
科
の
授
業
時
数
に
充
て
る

ほ
か
、
特
別
活
動
の
授
業
時
数
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
削
除
）

四

選
択
教
科
の
授
業
時
数
に
つ
い
て
は
、
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。

三

各
学
年
に
お
い
て
は
、
各
教
科
の
授
業
時
数
か
ら
七
十
を
超
え
な
い
範
囲

五

各
学
年
に
お
い
て
は
、
必
修
教
科
の
授
業
時
数
か
ら
七
十
を
超
え
な
い
範

内
の
授
業
時
数
を
減
じ
、
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
中

囲
内
の
授
業
時
数
を
減
じ
、
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

学
校
学
習
指
導
要
領
で
定
め
る
選
択
教
科
の
授
業
時
数
に
充
て
る
こ
と
が
で

選
択
教
科
の
授
業
時
数
の
増
加
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
各
学

き
る
。
た
だ
し
、
各
学
年
に
お
い
て
、
各
教
科
の
授
業
時
数
か
ら
減
ず
る
授

年
に
お
い
て
、
必
修
教
科
の
授
業
時
数
か
ら
減
ず
る
授
業
時
数
は
、
一
必
修

業
時
数
は
、
一
教
科
当
た
り
三
十
五
を
限
度
と
す
る
。

教
科
当
た
り
三
十
五
を
限
度
と
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
十
条
、

第
五
十
一
条
及
び
別
表
第
一
の
改
正
規
定
は
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
、
第
七

十
二
条
、
第
七
十
三
条
、
第
七
十
六
条
、
第
百
七
条
、
別
表
第
二
及
び
別
表
第
四
の

改
正
規
定
は
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


